
特別徴収のしおり県　民　税

〒921‒8510
　石川県野々市市三納一丁目1番地

税額通知の内容、納税義務者の異動、特別徴収義務者の所在地等の変更について
　住民税係　ＴＥＬ（076）２２７－６０３６（直通）
納入方法、納入額の誤り、退職所得に係る特別徴収の取り扱い、納期の特例について
　納税係　　ＴＥＬ（076）２２７－６０４１（直通）
　　　　　　ＦＡＸ（076）２２７－６２５５
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（1）

特別徴収義務者　様

添付書類について

特別徴収税額の納入について

1　特別徴収
　　市民税、県民税及び森林環境税の特別徴収とは、給与の支払者（特別徴収
義務者）が毎月給与等を支払う際に、納税義務者（従業員）が納めるべき市
民税、県民税及び森林環境税を徴収して市に納入していただく制度です。
　　1年間の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きしま
す。
2　特別徴収する範囲
　　前年中に給与所得があり、4月1日現在において引き続き給与の支払を受
けている人に対しては、原則として特別徴収の方法により市民税、県民税及
び森林環境税を徴収することになっています。
3　特別徴収義務者の指定
　　特別徴収の方法により市民税、県民税及び森林環境税を徴収されることと
なる給与所得者に対し、4月1日現在において給与等の支払をしている所得
税法第183条第1項の源泉徴収義務者を、地方税法第321条の4第1項及び野々
市市税条例第38条第1項の規定により特別徴収義務者として指定します。
4　特別徴収税額の通知書
（1）特別徴収税額の通知書（特別徴収義務者用）
　　　この通知書は、特別徴収義務者に指定するとともに、納税義務者（従業
員）から徴収していただく月割額及び合計額を記載してあります。

（2）特別徴収税額の通知書（納税義務者用）
　　　この通知書は、納税義務者（従業員）に市民税、県民税及び森林環境税
の特別徴収税額を通知するためのものですから、切り離して、納税義務者
（従業員）に直接お渡しください。

1　納税義務者からの徴収（特別徴収していただく税額）
　　特別徴収税額の通知書に記載された月割額を、6月から翌年5月まで、毎
月の給与等を支払う際に徴収してください。
　※税額に変更があった場合
　　退職・転勤・一括徴収等で異動届出書が提出された場合又は税額に変更が
あった場合は、「特別徴収税額の変更通知書」を送付しますので、最新の通
知書に記載された税額を納入してください。また、その後の異動により納入
金額と相違があるときは、直ちに異動届出書を提出してください。
2　納期限
　　納期限は、月割額を徴収した翌月の10日（土曜日・日曜日・祝日に当たる
場合はこれら休日の翌日）です。
3　納入の方法（次のいずれかの方法で納入していただきます）
（１）地方税共通納税システム
　　　各納税義務者（従業員）から徴収した月割額の合計額を、全地方公共団体
へ一括して電子納税することができます。利用方法については、ｅＬＴＡＸ
ホームページをご覧ください。

石川県野々市市長

　平素より市民税、県民税及び森林環境税の特別徴収事務につきまして、格別
のご協力をいただき誠にありがとうございます。
　さて、令和8年度市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額を別紙税額通知
書のとおり決定いたしましたので、この「しおり」の内容をご参照のうえ、な
お一層のご理解とご協力を賜りますようお願いします。

3　特別徴収に係る市民税・県民税・森林環境税納入書
　　特別徴収税額の納入に使用してください。（納入書不要の連絡を受けてい
る特別徴収義務者（事業所）には送付していません。必要な場合には、税務
課住民税係　TEL　076‒227‒6036　までご連絡ください。）

4　㈱ゆうちょ銀行・郵便局指定通知書（綴込み）
　　特別徴収税額の納入に石川県、富山県、福井県以外の㈱ゆうちょ銀行・郵
便局を利用される場合、㈱ゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。

5　特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書（様式1）（綴込み）
　　納税義務者（従業員）が退職・転勤・就職等された場合、税務課に提出し
てください。

6　特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書（様式2）（綴込み）
　　特別徴収義務者（事業所）の所在地や名称等に変更があった場合、税務課
に提出してください。

令和8年5月

1　令和8年度 市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の通知書（特別徴収
　義務者用）

　　特別徴収義務者（事業所）で保管してください。
2　令和8年度 市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の通知書（納税
　義務者用）

　　切り離して、納税義務者（従業員）に直接お渡しください。
　※ｅＬＴＡＸ（エルタックス：地方税ポータルシステム）を利用し、電子デー
タで受け取りを希望した場合、同封されることはありません。

【お願い】
　特別徴収税額の通知書（納税義務者用）には、個人の所得や控除内容等が
記載されています。
　この通知書は直接本人に交付していただき、第三者の目に触れることがな
いよう慎重に取り扱っていただきますようお願いします。

特別徴収について
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5　納期の特例
　　給与の支払を受ける人が常時10人未満の特別徴収義務者（事業所）は、申
請により納期の特例の承認を受けた場合に限り、徴収した税額を年2回に分
けて納入することができます。

　　なお、年度の途中に承認を受けた場合は、承認を受けた日の属する月から
適用されます。

　　また、承認を受けた後、給与の支払を受ける人が常時10人以上になったと
きは、「特別徴収税額の納期の特例取消し届出書」を、速やかに税務課に
提出してください。

（2）

（２）納入書
　　　同封してあります「納入書」で納入してください。
　　なお、「納入書」の納入金額（2）欄には、「給与分（一括徴収分を含む）」・
　「退職所得分」があります。

　　「給与分（一括徴収分を含む）」欄は、税額に変更があった場合に使用する
欄です。（当初の「特別徴収税額の通知書」の月割額の合計額は、納入金額
（1）欄に印刷してあります。）
　　「退職所得分」の欄は、退職手当等に係る市民税・県民税を退職手当等の
支払の際に徴収して納入していただくときに使用する欄です。

　　納入書の使用に当たっては、本書4ページの　「納入書の記入及び取り扱
いについて」を参照してください。

4　納入場所（納入書を使用する場合）
　　納入書を使用する場合、市民税、県民税及び森林環境税の納入については、
次の納入場所に納めてください。

　　なお、石川県、富山県、福井県以外の㈱ゆうちょ銀行・郵便局を利用する
場合は、本書7ページの「㈱ゆうちょ銀行・郵便局指定通知書」を㈱ゆうちょ
銀行・郵便局に提出してください。

納期の特例に関するお問い合わせ先
　　税務課納税係　　TEL（076）227－6041（直通）

異動（退職・休職・転勤等）の届出について

1　退職・休職・転勤等の場合
　　納税義務者（従業員）が異動（退職・休職・転勤など）により給与の支払
いを受けなくなった場合には、「特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者
異動届出書（様式1）」を異動のあった日の翌月10日までに税務課に提出し
てください。
　　異動届の提出が遅れますと、異動した納税義務者（従業員）が一度に多額
の税額を納めなければならなくなります。また、特別徴収義務者（事業所）に
ついても、異動した納税義務者（従業員）の翌月以降分が未納となり、督促
状などが発送されますので、期限までに必ず提出していただきますようお願
いします。
2　退職者の未徴収税額の一括徴収
　　納税義務者が退職した場合、給与から差し引くことができなかった税額に
ついて、最後に支払われる給与や退職手当等から一括して徴収し、納入して
いただくことができます。
（1）退職の日が、6月1日から12月31日までの場合
　　　本人から一括徴収の申し出があるときは、残りの税額を一括徴収してく
ださい。

（2）退職の日が、1月1日から4月30日までの場合
　　　本人からの申し出がなくても残りの税額を一括徴収することが義務付け
られています。《地方税法第321条の5第2項》

　　　一括徴収は、5月31日までに支払われる給与・退職手当等から徴収し、
納入してください。

　　　納税義務者の退職に際しましては、本人からの申し出がない場合でも、
納税義務者の納税の便宜を図るため、一括徴収の方法を勧めていただきま
すようご協力をお願いします。

　●　外国籍の従業員が退職した場合のお願い
　　　外国籍の従業員が退職される場合は、帰国することが多いので、積極的
に一括徴収をお願いします。退職後、出国される方で、一括徴収しない場
合には、納税管理人の選定が必要であることや、納税管理人を選定しない
場合は、出国前に未徴収税額を全て納付する必要があることを本人に必ず
説明してください。

　　　また、退職した日が1月1日から4月30日の場合は、次年度の住民税に
ついても課税されることが明らかですので、出国される場合は、納税管理
人を選定していただくよう必ず説明してください。

3　特別徴収の継続
　　転勤や退職後の新しい勤務先において、引き続き特別徴収を行う場合は、
異動後の勤務先（新たに特別徴収を行う事業所）の名称、住所、連絡先等を
必ず記入のうえ、異動届を提出してください。
　　なお、この場合、旧事業所から新事業所へ、次回からの月割額等を必ず連
絡してください。
4　普通徴収への切替
　　一括徴収又は特別徴収の継続ができない場合は、普通徴収に変更し、納税
義務者あてに納税通知書を送付して、残税額を個人で納税していただくこと
になります。
　　異動届には、異動後の住所等を詳しく記入してください。

納 入 場 所

野々市市指定金融機関
　㈱北國銀行　（総括店　野々市支店）
野々市市収納代理金融機関

㈱ 福 井 銀 行
のと共栄信用金庫
興 能 信 用 金 庫
野々市農業協同組合

㈱ 北 陸 銀 行
金 沢 信 用 金 庫
はくさん信用金庫
北 陸 労 働 金 庫
　　上記金融機関の本店及び各支店で納入する
ことができます。
㈱ゆうちょ銀行・郵便局（石川県、富山県、福井県）

6月分から11月分まで　　　納期限　令和8年12月10日
12月分から5月分まで　　　納期限　令和9年6月10日
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（1）税　率

（2）退職所得控除額

 ・障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上記の方法に
より計算した金額に100万円を加算した金額が控除額になります。

 ・死亡により支払われる退職手当等については、相続税の対象となりま
すので退職手当等に係る市民税・県民税は課税されません。

退職所得に係る特別徴収に関するお問い合わせ先
　課税について　　　　税務課住民税係　TEL (076) 227－6036（直通）
　納入方法について　　税務課納税係　　TEL (076) 227－6041（直通）

4％6％

勤 続 年 数 退 職 所 得 控 除 額

税 　 　 率
県　民　税

●　税額の求め方

県民税
所得割
の税率

70万円×（勤続年数－20年）＋800万円

退
職
所
得
控
除
額特別徴収税額の通知書に記載された事項について不服があるとき

1　納税義務のある人
　　退職手当等の支払いを受けるべき日（通常は退職した日）の属する年の1
月1日現在野々市市に住所を有し、退職手当等の支払いを受ける人です。
2　退職所得に係る市民税・県民税の納入について
　　退職手当等を支払われる際には、所得税と同様に、市民税・県民税を退職手当
等から徴収して、徴収した月の翌月の10日までに、納入書等で納めてください。
　　退職手当等に係る市民税・県民税は、給与所得に係る特別徴収税額とあわ
せて同一の納入書等で納めてください。
　　なお、納入書の記入に当たっては、必ず納入金額欄の退職所得分の欄に税
額を記入し、裏面の納入申告書にも所要事項を記入してください。
3　税額の計算
　　税額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した
金額の2分の1に税率を乗じて算出します。

市民税・県民税・森林環境税の特別徴収及び納入についてのお問い合わせ先
　特別徴収について　　税務課住民税係　TEL  (076) 227－6036（直通）
　納入方法について　　税務課納税係　　TEL  (076) 227－6041（直通）

退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収について

　　退職所得（退職手当等）に係る市民税・県民税の課税については、他の所
得と区分して、所得税の場合と同様に退職手当等の支払いの際に特別徴収し
ていただくことになっています。

市民税
所得割
の税率

た
だ
く
市
民
税
・
県
民
税

市　民　税

法人役員等以外（勤続年数5年以下） 左記以外法人役員等（勤続年数5年以下）
退
職
所
得
の
金
額

県民税算出
所 得 割 額
※2

市民税算出
所 得 割 額
※2

※1　1,000円未満切り捨て
※2　100円未満切り捨て

※1

（支払金額－退職所得控除額）×2分の1支払金額－退職所得控除額

退職所得控除

支払金額－退職所得控除額のうち、
300万円以下の部分は2分の1が課税対象
300万円超えの部分は全額課税対象

300万円超えの
部分
300万円以下の
部分

市民税：6％ 県民税：4％税率

区分

※　勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げます。

　　お送りした特別徴収税額通知書等に記載された事項について不服がある場
合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対
して審査請求をすることができます。なお、審査請求は、処分があった日の
翌日から起算して1年を経過したときは、することができません。

　　この特別徴収税額の決定の取消しを求める場合は、前記の審査請求に係る
裁決書の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として
（市長が被告の代表者となります。）提起することができます。
　　なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でな
ければ提起することができないこととされていますが、①審査請求があった日
の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行
又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、
③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないで、
処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　なお、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決のあった日の翌日か
ら起算して1年を経過したときは、提起することができなくなります。

1　延滞金
　　納期限までに特別徴収税額を完納されない場合は、納期限の翌日から納付
の日までの期間に応じて税額（1,000円未満の端数があるとき、又はその
全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。）
に延滞金特例基準割合（租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割
合に年1%の割合を加算した割合）に年7.3%を加算した割合（当該加算した
割合が年14.6%を超える場合には、年14.6%の割合。ただし納期限の翌日か
ら1か月を経過する日までの期間については、当該延滞金特例基準割合に年
1%を加算した割合（当該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%
の割合）とします。）を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。この場合
における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たり
の割合です。

2　督促状
　　納期限までに特別徴収税額を納入されない場合には、督促状が発せられます。
3　滞納処分
　　督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにこの特別徴収税額
が完納されないときは、滞納処分を受けることになります。

20年以下の場合
20年を超える場合

40万円×勤続年数（80万円に満たない場合には、80万円）

退
職
金 退職所得控除

退
職
金 退職所得控除

納期限までに税金が納入されない場合について
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（4）

記入例

　特別徴収の納入書は、直接機械で処理しますので、汚したり、折り曲げたりしないでください。

納入書の記入及び取り扱いについて

1　納入書は、6月から翌年5月までの12か月分と予備分（2枚）を綴ってあります。

2　6月から5月までの12か月分の納入書には、納入すべき金額が「納入金額（1）」欄に印字されていますので、特別徴収税額の決定通知書の納付額に変更がない場合
は、そのままご使用ください。

3　税額変更や一括徴収、退職所得分の納入等により、納入すべき金額に変更があった場合は、「納入金額（1）」の金額を二重線で消し、「納入金額（2）」の該当す
る欄に納入すべき金額を記入してください。この場合、「合計額」欄も必ず記入してください。

4　退職所得に係る市民税・県民税がある場合は、退職所得分として記入し、納入書裏面の納入申告書にも必要事項を記入してください。

5　納入金額を書き損じた場合や納入書が汚損等で使用できなくなった場合は、予備の納入書を使用してください。
　この場合、「月別　　年　　月分」欄及び「納期限　　 年　　月　　日」欄も忘れずに記入してください。

6　納入書に納入すべき金額を記入するときは、記入例にならって数字を記入してください。
　なお、納入金額の頭部に「￥」記号は記入しないでください。

2P裏
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【注意事項】
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（納入者保管）上記のとおり領収しました。
様

市区町村コード

納入金額 ⑴ 円指 定 番 号

納

入

金

額

⑵

（特別徴収義務者）
住 所 〒
 又は
所在地
氏 名
 又は
名 称

　納入すべき金額が右の
納入金額（1）の欄の金額と
異なるときは、納入金額
（1）の欄を横線で抹消し、
納入金額（2）の欄に記入し
てください。

納期限 年　　月 　日 年　　月 　日 年　　月 　日

延滞金

合計額

退　職
所得分

督　促
手数料

月別
年　 月分

給与分
億 千 百 十 万 千 百 十 円

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

領
収
日
付
印

口 座 番 号 加 入 者 名

（　　　　）一括徴収
分を含む

（金融機関又は㈱ゆうちょ銀行・郵便局保管）上記のとおり納入します。
様

市区町村コード

納入金額 ⑴ 円指 定 番 号

納

入

金

額

⑵

（特別徴収義務者）
住 所 〒
 又は
所在地
氏 名
 又は
名 称

　納入すべき金額が右の
納入金額（1）の欄の金額と
異なるときは、納入金額
（1）の欄を横線で抹消し、
納入金額（2）の欄に記入し
てください。

納期限

延滞金

合計額

退　職
所得分

督　促
手数料

月別
年　 月分

給与分
億 千 百 十 万 千 百 十 円

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

領
収
日
付
印

口 座 番 号 加 入 者 名

（　　　　）一括徴収
分を含む

納入書◯公 振 替 の 請 求
に使用する欄

払出口座番号 払出請求人印
市 県 民 税
森 林 環 境 税
特 別 徴 収領収証書 ◯公

市 県 民 税
森 林 環 境 税
特 別 徴 収

上記のとおり通知します。（受付店→北國銀行野々市支店（取りまとめ店）→野々市市）（野々市市保管）
納

市区町村コード

納入金額 ⑴ 円指 定 番 号

納

入

金

額

⑵

（特別徴収義務者）
住 所 〒
 又は
所在地
氏 名
 又は
名 称

　納入すべき金額が右の納入
金額（1）の欄の金額と異なると
きは、納入金額（1）の欄を横線
で抹消し、納入金額（2）の欄に
記入してください。

納期限

取 り ま と め 局

延滞金

合計額

退　職
所得分

督　促
手数料

月別
年

月分

給与分
億 千 百 十 万 千 百 十 円

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

領
収
日
付
印

口 座 番 号 加 入 者 名

（　　　　）一括徴収
分を含む

納入済通知書

納
入
済
通
知
書
の
納
入
金
額
欄
に
￥
記
号
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

◯公
市 県 民 税
森 林 環 境 税
特 別 徴 収

※印は（株）ゆうちょ銀行において使用する欄です。

※
日計

口
円

（納入者保管）上記のとおり領収しました。
様

市区町村コード

納入金額 ⑴ 円指 定 番 号

納

入

金

額

⑵

（特別徴収義務者）
住 所 〒
 又は
所在地
氏 名
 又は
名 称

　納入すべき金額が右の
納入金額（1）の欄の金額と
異なるときは、納入金額
（1）の欄を横線で抹消し、
納入金額（2）の欄に記入し
てください。

納期限 年　　月 　日 年　　月 　日 年　　月 　日

延滞金

合計額

退　職
所得分

督　促
手数料

月別
年　 月分

給与分
億 千 百 十 万 千 百 十 円

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

領
収
日
付
印

口 座 番 号 加 入 者 名

（　　　　）一括徴収
分を含む

（金融機関又は㈱ゆうちょ銀行・郵便局保管）上記のとおり納入します。
様

市区町村コード

納入金額 ⑴ 円指 定 番 号

納

入

金

額

⑵

（特別徴収義務者）
住 所 〒
 又は
所在地
氏 名
 又は
名 称

　納入すべき金額が右の
納入金額（1）の欄の金額と
異なるときは、納入金額
（1）の欄を横線で抹消し、
納入金額（2）の欄に記入し
てください。

納期限

延滞金

合計額

退　職
所得分

督　促
手数料

月別
年　 月分

給与分
億 千 百 十 万 千 百 十 円

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

領
収
日
付
印

口 座 番 号 加 入 者 名

（　　　　）一括徴収
分を含む

納入書◯公 振 替 の 請 求
に使用する欄

払出口座番号 払出請求人印
市 県 民 税
森 林 環 境 税
特 別 徴 収領収証書 ◯公

市 県 民 税
森 林 環 境 税
特 別 徴 収

上記のとおり通知します。（受付店→北國銀行野々市支店（取りまとめ店）→野々市市）（野々市市保管）
納

市区町村コード

納入金額 ⑴ 円指 定 番 号

納

入

金

額

⑵

（特別徴収義務者）
住 所 〒
 又は
所在地
氏 名
 又は
名 称

　納入すべき金額が右の納入
金額（1）の欄の金額と異なると
きは、納入金額（1）の欄を横線
で抹消し、納入金額（2）の欄に
記入してください。

納期限

取 り ま と め 局

延滞金

合計額

退　職
所得分

督　促
手数料

月別
年

月分

給与分
億 千 百 十 万 千 百 十 円

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

領
収
日
付
印

口 座 番 号 加 入 者 名

（　　　　）一括徴収
分を含む

納入済通知書

納
入
済
通
知
書
の
納
入
金
額
欄
に
￥
記
号
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

◯公
市 県 民 税
森 林 環 境 税
特 別 徴 収

※印は（株）ゆうちょ銀行において使用する欄です。

※
日計

口
円

（5）

石川県

00750－1－960091

株式会社　○○○○

野々市市

1 7 2 1 2 0 野々市市会計管理者

石川県

00750－1－960091

野々市市

1 7 2 1 2 0 野々市市会計管理者

野々市市○○町○番地

石川県

00750－1－960091

株式会社　○○○○

野々市市

1 7 2 1 2 0 野々市市会計管理者

野々市市○○町○番地

株式会社　○○○○
野々市市○○町○番地

石川県

00750－1－960091

株式会社　○○○○

野々市市

1 7 2 1 2 0 野々市市会計管理者

石川県

00750－1－960091

野々市市

1 7 2 1 2 0 野々市市会計管理者

野々市市○○町○番地

石川県

00750－1－960091

株式会社　○○○○

野々市市

1 7 2 1 2 0 野々市市会計管理者

野々市市○○町○番地

株式会社　○○○○
野々市市○○町○番地

【記入例】

2　納入すべき金額が、「納入金額（1）」の欄の金額と異なる場合（税額変更や退職所得分の納入等により、納入金額に変更があった場合）
○「納入金額（1）」の金額を二重線で消してください。
○「納入金額（2）」の該当する欄に納入すべき金額を記入してください。（合計額欄も必ず記入してください。）

1　納入すべき金額が、「納入金額（1）」の欄の金額と同じ場合（税額通知書の月割額の合計金額と同じ場合）
　　※　何も記入せずにそのままご使用ください。

取りまとめ店 ゆうちょ銀行
金沢貯金事務センター

取りまとめ店 ゆうちょ銀行
金沢貯金事務センター

－○○○○ －○○○○ －○○○○

－○○○○ －○○○○ －○○○○

令和

令和

令和

令和

令和

令和

令和

令和

令和

令和

令和

令和
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（納入者保管）上記のとおり領収しました。
様

市区町村コード

納入金額 ⑴ 円指 定 番 号

納

入

金

額

⑵

（特別徴収義務者）
住 所 〒
 又は
所在地
氏 名
 又は
名 称

　納入すべき金額が右の
納入金額（1）の欄の金額と
異なるときは、納入金額
（1）の欄を横線で抹消し、
納入金額（2）の欄に記入し
てください。

納期限 年　　月 　日 年　　月 　日 年　　月 　日

延滞金

合計額

退　職
所得分

督　促
手数料

月別
年　 月分

給与分
億 千 百 十 万 千 百 十 円

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

領
収
日
付
印

口 座 番 号 加 入 者 名

（　　　　）一括徴収
分を含む

（金融機関又は㈱ゆうちょ銀行・郵便局保管）上記のとおり納入します。
様

市区町村コード

納入金額 ⑴ 円指 定 番 号

納

入

金

額

⑵

（特別徴収義務者）
住 所 〒
 又は
所在地
氏 名
 又は
名 称

　納入すべき金額が右の
納入金額（1）の欄の金額と
異なるときは、納入金額
（1）の欄を横線で抹消し、
納入金額（2）の欄に記入し
てください。

納期限

延滞金

合計額

退　職
所得分

督　促
手数料

月別
年　 月分

給与分
億 千 百 十 万 千 百 十 円

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

領
収
日
付
印

口 座 番 号 加 入 者 名

（　　　　）一括徴収
分を含む

納入書◯公 振 替 の 請 求
に使用する欄

払出口座番号 払出請求人印
市 県 民 税
森 林 環 境 税
特 別 徴 収領収証書 ◯公

市 県 民 税
森 林 環 境 税
特 別 徴 収

上記のとおり通知します。（受付店→北國銀行野々市支店（取りまとめ店）→野々市市）（野々市市保管）
納

市区町村コード

納入金額 ⑴ 円指 定 番 号

納

入

金

額

⑵

（特別徴収義務者）
住 所 〒
 又は
所在地
氏 名
 又は
名 称

　納入すべき金額が右の納入
金額（1）の欄の金額と異なると
きは、納入金額（1）の欄を横線
で抹消し、納入金額（2）の欄に
記入してください。

納期限

取 り ま と め 局

延滞金

合計額

退　職
所得分

督　促
手数料

月別
年

月分

給与分
億 千 百 十 万 千 百 十 円

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

領
収
日
付
印

口 座 番 号 加 入 者 名

（　　　　）一括徴収
分を含む

納入済通知書

納
入
済
通
知
書
の
納
入
金
額
欄
に
￥
記
号
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

◯公
市 県 民 税
森 林 環 境 税
特 別 徴 収

※印は（株）ゆうちょ銀行において使用する欄です。

※
日計

口
円

（6）

記入例

4　納入書に納入金額等を記入するときは、記入例にならって数字を記入してください。
　　なお、納入金額の頭部に「￥」記号は記入しないでください。

3　予備の納入書を使用する場合
○「納入金額（2）」の欄　・・・　給与分（一括徴収分を含む）・退職所得分等の納入すべき金額を該当する欄に記入してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　（合計額欄も必ず記入してください。）
○「月別　　年　　月分」の欄　・・・　徴収月を記入してください。
○「納期限　 年　月　日」の欄　・・・　納期限を記入してください。
※「納入金額（1）」の欄には記入しないでください。

石川県

00750－1－960091

株式会社　○○○○

野々市市

1 7 2 1 2 0 野々市市会計管理者

石川県

00750－1－960091

野々市市

1 7 2 1 2 0 野々市市会計管理者

野々市市○○町○番地

石川県

00750－1－960091

株式会社　○○○○

野々市市

1 7 2 1 2 0 野々市市会計管理者

野々市市○○町○番地

株式会社　○○○○
野々市市○○町○番地

－○○○○ －○○○○ －○○○○

令和

令和

令和

令和令和

令和

取りまとめ店 ゆうちょ銀行
金沢貯金事務センター

野々市

N

04
01

－6
80
2 
 Ｎ

3P裏



（7）

1．認可番号　　　　金貯業第141号

2．口座番号　　　　00750－1－960091　号

3．加入者の名称　　野々市市会計管理者

4．取りまとめ局　　金沢貯金事務センター

㈱ゆうちょ銀行　　　　店長　様

　　　　　　　　　郵便局長　様

　特別徴収税額の納入に石川県、富山県、福井県以外の㈱ゆう

ちょ銀行・郵便局を利用される場合は、本市の金融機関として

指定しなければなりませんので、右の「指定通知書」に利用さ

れる㈱ゆうちょ銀行支店名、郵便局名を記入のうえ最初に納入

される際、その㈱ゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。 　貴店・局を地方税法第321条の5第4項の規定に基づいて、本市

の市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の取扱店・局に指定

したので通知します。

㈱ゆうちょ銀行・郵便局指定通知書

㈱ゆうちょ銀行・郵便局の指定について

野々市市長　粟　　　貴　章

令和8年5月

野々市
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（8）

1　納税義務のある人
　市民税、県民税及び森林環境税は、令和8年1月1日現在、野々市市に住
所を有する人に課税されます。

2　非課税の人
（1）令和8年1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
（2）障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する人で、前年中の合計所得
金額が135万円以下の人
①　障害者　　身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳
の交付を受けている人や精神保健指定医等により知的障害者と判定され
た人など

②　未成年者　令和8年1月1日現在で、満18歳未満の人（平成20年1月
3日以降に生まれた人）

③　寡　婦　　夫と死別または離別した後再婚していない人や、夫の生死
が不明な人で、次の（ア）～（ウ）の要件をすべて満たし、ひとり親に
該当しない人

（ア）本人の合計所得金額が500万円以下である
（イ）扶養親族がいる（離別の場合のみ）
（ウ）本人と事実婚状態にある人がいない
④　ひとり親　次の（ア）～（エ）の要件をすべて満たす人
（ア）現に婚姻していない、または配偶者の生死が不明である
（イ）総所得金額等の合計額が58万円以下の生計を一とする子（他の人の
扶養親族等となっている人を除く）がいる

（ウ）本人の合計所得金額が500万円以下である
（エ）本人と事実婚状態にある人がいない

（3）市民税・県民税均等割及び森林環境税がかからない人
　前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である人
①　同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
　　28万円×（本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数） ＋26万8千円
②　同一生計配偶者または扶養親族がいない場合　38万円
　　※　同一生計配偶者：本人と生計を一にする前年中の合計所得金額が

58万円以下の配偶者（改正前の控除対象配偶者と同義）
（4）市民税・県民税所得割がかからない人

　前年中の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下である人
①　同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
　　35万円×（本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数） ＋42万円
②　同一生計配偶者または扶養親族がいない場合　45万円
※　16歳未満の扶養親族（年少扶養親族）は、扶養控除の対象とはな
りませんが、障害者控除、寡婦・ひとり親控除の判定や、市民税・
県民税均等割・森林環境税または所得割がかからない人の非課税の
判定において扶養親族として扱われます。

（1）所得控除

市民税・県民税・森林環境税の課税について 3　市民税・県民税・森林環境税の計算方法
　　一般的な給与所得者の市民税・県民税・森林環境税の計算方法は次のとおり

です。
　　※令和6年度より、国内の森林環境保全や維持管理、また林業を成長産業

化させることを目的とした森林環境税（国税）が年額1,000円課税され
ます。なお、森林環境税は国税ですが、地方税である市民税・県民税
均等割と併せて徴収されます。

雑損控除

社会保険料控除

生命保険料控除

支払った小規模企業共済又は心身障害者扶養共済等の掛金額

支払った社会保険料の金額

次のいずれか高い方の金額
①　実質損失額－総所得金額等の合計額の10％
②　災害関連支出の金額－5万円

●　平成23年12月31日以前に締結した保険契約等は旧契約、平成24年1月1日以降
に締結した保険契約等は新契約に該当します。

●　介護医療保険料は新契約に該当します。
●　新契約と旧契約の両方で控除を受ける場合、一般生命保険料、個人年金保険料
とも、控除額上限はそれぞれ28 ,000円です。

●　旧契約のみで控除を受ける場合、一般生命保険料、個人年金保険料とも、控除
額上限はそれぞれ35 ,000円です。

（限度額70 ,000円）

12,000円以下のとき
12,000円超32,000円以下のとき
32,000円超56,000円以下のとき
56,000円超のとき
15,000円以下のとき
15,000円超40,000円以下のとき
40,000円超70,000円以下のとき
70,000円超のとき

全額
支払金額の1/2＋6,000円
支払金額の1/4＋14,000円
28,000円
全額
支払金額の1/2＋7,500円
支払金額の1/4＋17,500円
35,000円

旧
契
約

新
契
約

支 払 金 額 控 除 額

医療費の実質負担額－（10万円と総所得金額等の合計額の5％のいずれか
低い方の金額）（限度額　200万円）

※地方税法附則第4条の5の規定の適用を選択する場合
　特定一般用医薬品等購入費－1万2千円（限度額　8万8千円）

医療費控除等

小規模企業共済等掛金控除

控　　除　　額項　　目

調
整
控
除
額

課
税
標
準
額

給
与
所
得
金
額

森
林
環
境
税
額

給
与
収
入
金
額

所
得
控
除
の
合
計
額

配
当
割
額
・
株
式
等
譲
渡

所
得
割
額
控
除
額

住
宅
借
入
金
等
特
別

配
当
控
除
額

－ ＝ － ＝ × ＝ － － －－ －

税
額
控
除
額

寄
附
金
税
額
控
除
等

給
与
所
得
控
除
額
・

所
得
金
額
調
整
控
除

市
民
税
・
県
民
税

所
得
割
の
税
率

市
民
税
・
県
民
税

算
出
所
得
割
額

＝

市
民
税
・
県
民
税
・
森

林
環
境
税
の
合
計
税
額

市
民
税
・
県
民
税

所

得

割

額

市
民
税
・
県
民
税

均

等

割

額

＋ ＋＝
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（2）税　率
　　①　市民税・県民税均等割

　　　※　県民税均等割額のうち500円はいしかわ森林環境税として石川県内
の森林環境保全のために使われます。

　　②　市民税・県民税所得割

　　　　分離譲渡所得等、特殊な計算が行われるものについては、税率が異な
ります。

　　③　森林環境税

　　　※　令和6年度より、国内の森林環境保全や維持管理、また林業を成長産業
化させることを目的とした森林環境税（国税）が年額1,000円課税されます。

扶養控除

（9）

野々市
5P裏
O

　26万円

※　16歳未満の扶養親族（年少扶養親族）は、扶養控除の対象とはなりませ
んが、障害者控除、寡婦・ひとり親控除の判定において扶養親族として扱
われます。

普通障害　　　26万円
特別障害　　　30万円
同居特別障害　53万円

勤労学生控除

障害者控除

老人（38万）一般（33万）
特定（45万）

一般（33万）

16歳 18歳 19歳 22歳 23歳 69歳 70歳 〈年齢〉

寡婦　　　　　26万円
ひとり親　　　30万円

寡婦・ひとり親
控除

一般　　　　　33万円　平成19年1月2日～平成22年1月1日生まれ
　　　　　　　　　　　昭和31年1月2日～平成15年1月1日生まれ
特定　　　　　45万円　平成15年1月2日～平成19年1月1日生まれ
老人　　　　　38万円　昭和31年1月1日以前生まれ
同居老親等　　45万円　老人扶養親族のうち、直系尊属で同居を常としている人

基礎控除

特定親族特別控除

2,400万円以下

2,400万円超　2,450万円以下

2,450万円超　2,500万円以下

2,500万円超

43万円

29万円

15万円

適用なし

控 除 額

45万円

41万円

31万円

21万円

11万円

6万円

3万円

特定親族の前年の合計所得金額

58万円超95万円以下

95万円超100万円以下

100万円超105万円以下

105万円超110万円以下

110万円超115万円以下

115万円超120万円以下

120万円超123万円以下
基 礎 控 除 額合 計 所 得 金 額

県 民 税
1,500円

市 民 税
3,000円

森林環境税
1,000円

税 　 　 率
県 民 税
4％6％一　律

課税標準額 市 民 税

配偶者特別控除 控 除 額
納税者本人の所得金額配偶者の

合計所得

16万円
11万円
6万円
3万円

33万円
33万円
31万円
26万円
21万円

11万円
11万円
11万円
9万円
7万円

6万円
4万円
2万円
1万円

22万円
22万円
21万円
18万円
14万円

11万円
8万円
4万円
2万円

58万円超
95万円以下
95万円超
100万円以下
100万円超
105万円以下
105万円超
110万円以下
110万円超
115万円以下

115万円超
120万円以下
120万円超
125万円以下
125万円超
130万円以下
130万円超
133万円以下

900万円
以 下

900万円超
9 5 0 万円
以 下

950万円超
1,000万円
以 下

控 除 額
納税者本人の所得金額配偶者の

合計所得 900万円
以 下

900万円超
9 5 0 万円
以 下

950万円超
1,000万円
以 下

控　　除　　額項　　目

配偶者控除

地震保険料控除

（限度額25,000円）

50,000円以下
50,000円超

支払保険料 控除額
支払保険料×1/2
25,000円

控除額支払保険料
支払保険料全額
支払保険料×

5,000円以下
5,000円超
15,000円以下
15,000円超

1/2＋2,500円
10,000円

Ⓑ旧長期損害保険料Ⓐ地震保険料

Ⓐで求めた金額とⒷで求めた金額の合計額が控除額

26万円

33万円

納税者本人の所得金額 900万円以下 950万円以下
900万円超 950万円超

1,000万円以下

22万円

38万円

11万円

13万円老 人
一 般

（昭和31年1月1日以前生まれ）
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合計課税所得金額

　①の金額から②の金額を控除した金額（5万円を下回る場合は5
万円）の5％（市民税3％、県民税2％）
　①　下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合において

は、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
　②　合計課税所得金額から200万円を控除した金額

税 額 か ら 控 除 さ れ る 金 額

200万円以下の者

200万円超の者

　次の①と②のいずれか少ない金額の5％（市民税3％、県民税2％）
　①　下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合において

は、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
　②　合計課税所得金額

　⑤　配当控除
　国税において、法人税と所得税の二重課税を排除する趣旨から配当控除
の制度が設けられたのと同様に、個人市県民税においても、株式配当等の
対象となる配当所得がある場合には一定額が控除されます。

種　類

課税所得金額 1,000万円超の部分1,000万円以下の
部分

県民税 県民税
利益の配当等

（10）

　⑥　住宅借入金等特別税額控除
　前年分の所得税において平成21年から令和7年までの入居に係る住宅
借入金等特別控除の適用を受けた場合、（ア）から（イ）を控除した金
額（前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の5に相当する
金額（97,500円を限度）を超える場合には、当該金額）に下欄の割合を
乗じた金額。ただし、居住年が平成26年から令和3年まで（地方税法附

県民税3／5 2／5

0円以上195万円以下

195万円を超え330万円以下

330万円を超え695万円以下

695万円を超え900万円以下

900万円を超え1,800万円以下

1,800万円を超え4,000万円以下

4,000万円超

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額

0円未満（課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合）
地方税法に
定める割合

割 合

0円未満（課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合）

市民税 市民税

外貨建等証券投資信託
外貨建等以外の証券投資信託

市民税

84.895％

79.79％

69.58％

66.517％

56.307％

49.16％

44.055％

90％

則第61条の規定の適用がある場合は令和４年まで）であって、特定取得、
特別特定取得（特例取得及び特別特例取得を含む。）又は特例特別特例取
得に該当する場合には、「100分の5」を「100分の7」と、「97,500円」
を「136,500円」として計算した金額。
（ア）前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額（特定増改築等に

係る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20年の居住年
に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかっ
たものとして計算した金額）

（イ）前年の所得税の額（住宅借入金等特別控除等適用前の金額）

　⑦　寄附金税額控除
　前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額（寄附金の合計額が総所
得金額等の合計額の30％を超える場合には当該30％に相当する金額）が
2,000円を超える場合には、その超える金額の市民税は6％、県民税は
4％に相当する金額
（ア）都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
（イ）住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
（ウ）所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増

進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定め
るもの

（エ）特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄
与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの

　ただし、アのうち、特例控除の対象となる寄附金が2,000円を超える
場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗
じて得た額の市民税は5分の3、県民税は5分の2に相当する金額をさ
らに加算した金額（市民税・県民税所得割の20％に相当する金額を超え
るときは、その20％に相当する金額）

1.6％
0.8％
0.4％

1.2％
0.6％
0.3％

0.8％
0.4％
0.2％

0.6％
0.3％
0.15％

人的控除額の差

普 通
特 別
同居特別

父
母

控除の種類
5万円
1万円
10万円
22万円
1万円
1万円
5万円
1万円

金 額 控除の種類

一 般
老 人
一 般
特 定

金 額

5万円
10万円
5万円
18万円

4万円
6万円
老 人

2万円
3万円
10万円
13万円

配 偶 者
控 除
扶 養
控 除

障 害 者
控 除

900万円
以 下

950万円超
1,000万円
以 下

900万円超
9 5 0 万円
以 下

同 居
老親等

勤 労 学 生 控 除

基 礎 控 除 納 税 者 本 人 の
所 得 金 額

ひとり親
控 除

寡 婦 控 除

　④　調整控除
　　　　平成18年度税制改正により、所得税から個人住民税への税源移譲が実施

され、個人住民税所得割の税率が一律10％（市民税6％・県民税4％）に
改正されましたが、所得税と住民税では、扶養控除や配偶者控除など人
的控除に差があるため、同じ所得金額でも課税所得金額は所得税より住
民税の方が大きくなります。そのため、人的控除額の差に基づく負担増
を調整するため、個人住民税所得割額からの減額措置が講じられます。
ただし、前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合は、適用されません。
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県民税区　　　　分

3／5 2／5

　⑧　配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
　　　特定配当等、特定株式等譲渡所得金額については、特定配当等に係る配
当割相当額又は特定株式等譲渡所得金額に係る株式等譲渡所得割相当額を
市民税・県民税所得割額から控除します。

　　　なお、市民税・県民税所得割額から控除することができなかった場合に
は、控除することができなかった額を還付又は充当します。

市民税
配当割額又は
株式等譲渡所得割額

野々市
6P裏
R
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特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書（様式1）について

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書（様式2）について

【異動届出書の提出】
　納税義務者（従業員）が退職、転勤、その他の事由により、給与の支払いを受けなくなった場合は、異動した月の翌月10日までに必ず異動届出書を提出してください。
　なお、給与支払報告に係る給与所得者異動届出書については、4月15日までに提出してください。

【記載要領】
1　給与支払者（特別徴収義務者）の名称又は氏名、所在地又は住所、特別徴収義務者指定番号、担当者は、必ず記入してください。

2　「（1）給与所得者の異動内容等」について
（1）「給与所得者」欄には、異動のあった納税者の氏名、住所、生年月日、個人番号、受給者番号を記入してください。「異動後の住所」欄は、必ず記入してください。
（2）「（ア）特別徴収税額」欄は、特別徴収年税額を記入してください。
（3）「（イ）徴収済額」欄は、納税者から徴収し、納入すべき月割額の合計額を正確に記入してください。（何月分まで給与天引きしたかを記入してください。）
（4）「（ウ）未徴収税額」欄は、徴収することを要しない月割額の合計額を記入してください。　［　（ア）－（イ）　］
（5）「異動年月日」欄は、異動事由発生の日付を記載し、また、「異動事由」欄は、該当する事由を○で囲んでください。なお、「8　その他」に該当する場合は、具体

的な理由を「備考欄」に記入してください。
（6）「異動後の未徴収税額の徴収方法」欄は、次の要領により該当事項を○で囲んでください。
　　「特別徴収継続」・・・・新しい勤務先において特別徴収の継続を希望する場合。
　　「一括徴収」・・・・・・退職後、5月31日までに支払われる給与又は退職手当等から未徴収税額を一括して徴収し、納入する場合。
　　「普通徴収」・・・・・・上記に該当しない場合。（給与所得者が、未徴収税額を直接納付する場合）
　　「特別徴収開始」・・・・就職等により、新たに特別徴収を始める場合。（普通徴収からの切り替えを含む）

3　「（2）給与の支払いを受けなくなった後の月割額（未徴収税額）を一括徴収する場合」について
（1）「異動後の未徴収税額の徴収方法」で一括徴収とした場合は、所要事項を記入してください。
　　　なお、退職の日が、1月1日から4月30日までの場合、本人からの申し出がなくても未徴収税額を一括徴収することが義務付けられていますのでご注意ください。
　　　また、外国籍の従業員が退職される場合は、帰国することが多いので、積極的に一括徴収をお願いします。

4　「（3）転勤等による特別徴収継続」について
（1）転勤や退職後の新しい勤務先において、引き続き特別徴収を行う場合は、新しい給与支払者（特別徴収義務者）の所在地、名称、担当者等を必ず記入してください。
（2）月割額や徴収月等については、旧勤務先から新勤務先へ必ず連絡してください。
（3）「受給者番号」欄は、税額通知書（納税義務者用）をeLTAXを利用し電子データでの受取を希望している場合、新しい勤務先において附番された番号（社員番号
等）を必ず記入してください。

（4）「納入書の要否」欄は、初めて野々市市で特別徴収を行う場合にのみ記入してください。既に本年度の納入書を送付している場合、再送付はしません。

【変更届出書の提出】
　給与支払者（特別徴収義務者）の所在地や名称、電話番号等に変更があった場合は、速やかに変更届出書を提出してください。
　なお、特別徴収義務者が法人の場合、代表者の氏名変更については、この届出書を提出する必要はありません。

※　特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書（様式1）及び特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書（様式2）は、野々市市ホームページ
（https://www.city.nonoichi.lg.jp/）から様式のダウンロードができます。
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eLTAXの利用について

・eLTAXは地方税の申告や納税を地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、自宅やオフィスで、パソコンからインターネットを通じて簡単に行うことができる
システムです。

・利用可能な手続きは「給与支払報告書」「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」「地方税共通納税システム」です。
・eLTAXのご利用には、パソコン環境やインターネット接続環境、必要に応じて電子証明書などを事前に準備していただく必要があります。
・無料のeLTAX対応ソフトウェア（PCdesk）では、住所、氏名などの項目の自動入力や税額の自動計算など様々な作成支援機能が提供されています。市販されている
eLTAX対応の税務・会計ソフトウェアで作成した申告データ等でも申告できます。

・ご利用に関してのお手続き等、eLTAXについての詳細はeLTAXホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/）をご覧ください。

８：３０～２４：００（土日祝日、年末年始12/29 ～ 1/3を除く。）
※毎月最終土曜日及び翌日の日曜日はご利用いただけます。
eLTAXホームページの「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。
受付時間　９：００～１７：００（土日祝日、年末年始12/29 ～ 1/3を除く。）
０５７０－０８１４５９（ヘルプデスク）
０３－５５２１－００１９（上記の番号でつながらない場合）

e L T A X の 利 用 時 間

メールによるお問い合わせ
電話によるお問い合わせ

・野々市市では、eLTAX（エルタックス：地方税ポータルシステム）に対応しており、インターネットを利用して申告書等の手続きをすることができます。
・eLTAXで給与支払報告書をご提出いただいた事業所（者）様には、税額決定通知書の電子データをeLTAX経由で送付いたします。
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に係る給与所得者異動届出書
（様式1）

1）給与所得者の異動内容等

一括徴収した税額は

で納入します。

月分

徴収予定日一括徴収の理由

3）転勤等による特別徴収継続

月分

右記新特別徴収義務者へは月割額

から徴収するよう連絡済です。

円を

所 在 地

フリガナ

名 称

〒

一括徴収予定額合計（上記ウと同額）
円

（　　　　）　　　 －

担当者

電話番号

氏 名

所 属

特別徴収義務者
指 定 番 号

1．現年度　2．新年度　3．両年度年 度
済月・期
始月・期
リ ス ト
確 認

特 → 普
特 → 特
普 → 特
一括徴収

所 得 割 均 等 割区　　分
市 民 税
県 民 税
4月分・5月分

※

処
理
欄

特 別 徴 収
給与支払報告

「特別徴収」に係る異動届出書は異動のあった月の翌月10日、「給与支払報告」に係る異動届出書は4月15日が提出期限です。（異動があった場合は、速やかに
提出くださるようお願いいたします）

2）給与の支払を受けなくなった後の月割額（未徴収税額）を一括徴収する場合 備 考 欄

異動事由で「8 その他」を選択した場合、理由を具体的
に記入してください

代表者の
職 氏 名

異動後
の住所

月　 日

1
2
3
4
5
6
7

8

退 職
転 勤
休 職
育児休業
死 亡
就 職
復 職

そ の 他

1

2

3

4

特別徴収継続
　 3）に記載
一 括 徴 収
　 2）に記載
普 通 徴 収
（本人が納付する）
特別徴収開始
（　　月分より）備考欄に理由を

記入してください

令和　　年

令和8年
1月1日現
在の住所

個人番号又
は法人番号

異動年月日 異 動 事 由フリガナ

氏 名

（同上・不明）

円 月分から
月分まで

円

円

（イ）
徴 収 済 額 （ア）－（イ）

（ウ）
未徴収税額

（ア）
特別徴収税額
（年税額）

異動後の未徴収
税額の徴収方法

給　　　与　　　所　　　得　　　者

（旧姓） Ｓ・Ｈ　　 年　　 月　　 日生

給与支払者
（特別徴収義務者）

所在地
又 は
住 所

名称又
は氏名

所 属

氏 名

電話番号（　　　　）　　　 －

特別徴収義務者
指 定 番 号

担当者

野々市市長　宛
〒

令和　　年　　月　　日 提出

1　異動が令和8年12月31日までで、本人の
申出があったため。
2　異動が令和9年1月1日以後で、特別徴収
の継続の希望がないため。

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

個人番号

受給者番号

受給者番号

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

個人番号又
は法人番号1　必要　　2　不要
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々
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所 在 地
又は住所

名 称
又は氏名

代表者の
職 氏 名

担

当

者

特別徴収義務者
指 定 番 号

（　　　）　　　 －

事 項 変 更 後変 更 前

又 は 氏 名
名 称

又 は 住 所
所 在 地

方 書

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

（　　　　）　　　　 －

1．名称変更
2．所在地変更
3．合併等による変更
4．特別徴収事務部署の統合又は分割
5．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

送

　
　付

　
　先

電話 番 号
氏 名
名 称 又 は
フ リ ガ ナ
（ビル名等）
方 書
フ リ ガ ナ

所 在 地
フ リ ガ ナ

〒

（　　　）　　　　－　　　　　

（様式2）
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

【書類送付先】
書類の送付について、上記以外の場所を希望される場合は、
下記に記入してください。変更年月日

変 更 理 由

備 考

所 属

氏 名

電話番号

〒　　 －

電 話 番 号

又 は 住 所

野々市市長　宛

※誤読を避けるためフリガナは必ずつけてください。

〒

令和　　年　　月　　日 提出

令和　　　年　　　月　　　日

個人番号又
は法人番号

フ リ ガ ナ

（　　　　）　　　　 －

〒　　 －

◎
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
速
や
か
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

処
理
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